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静岡市放課後児童クラブ（森下児童クラブほか 13クラブ）運営業務 

仕様書 

 

１ 業務名称 

静岡市放課後児童クラブ（森下児童クラブほか 13 クラブ）運営業務 

 

２ 業務目的 

  児童福祉法第６条の３第２項等に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小

学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用し

て適切な遊び及び生活の場を与え、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的

な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な

生活習慣の確立等を図り、その健全な育成を図ることを目的に実施する。 

 

３ 履行期間 

 （１）準備期間 

   契約日から令和６年９月 30日まで 

※業務実施体制の整備や学校等との調整、委託者や前運営者からの業務引継ぎ等を

行うものとする。なお、当該準備期間に発生する経費は受託者の負担とする。 

 （２）運営期間 

   令和６年 10月１日から令和８年３月 31 日まで 

 

４ 実施場所 

 【仕様書別紙１】放課後児童クラブ一覧のとおり 

 

５ 基本事項 

 （１）遵守事項 

    業務実施にあたっては、本仕様書のほか次に掲げる事項を遵守すること。 

   ① 放課後児童健全育成事業に係る関係法令等を遵守すること。特に次の法令等に

留意すること。 

ア 児童福祉法（昭和 22年法律第 164 号） 

イ 放課後児童クラブ運営指針（平成 27 年３月 31 日雇児発 0331 第 34 号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長通知） 

ウ 静岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成 26年 10月 14 日条例第 118 条） 

エ 静岡市放課後児童クラブ運営要綱（平成 18年４月１日施行） 

オ 放課後児童健全育成事業実施要項（平成 27 年５月 21 日雇児発 0521 第８号厚
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生労働省子ども家庭局長） 

   ② 事業の目的を十分に理解し、児童の健全育成や安全の確保を図るとともに、子育

て家庭の保護者が安心して働ける環境づくりに資するよう運営を行うこと。 

   ③ 利用者の人権への配慮、人格を尊重し運営すること。 

   ④ 利用者の公平利用を確保し、公平・公正な運営を行うこと。 

   ⑤ 市・学校・地域等との連携を図り、適切に運営すること。 

   ⑥ 効率的な運営を行い、経費の節減に努めること。 

   ⑦ 利用者のニーズを踏まえ、サービスの向上に努めること。 

 （２）対象児童 

    保護者が労働等により昼間家庭にいない又は児童への対応ができない状況にある

家庭で、「静岡市放課後児童クラブ運営要綱第９条」により本市が入会を承認した児

童とする。 

 （３）定員 

    各放課後児童クラブの定員は、【仕様書別紙１】放課後児童クラブ一覧のとおり。 

    なお、当該基準を上回る申請があった場合には、委託者、受託者協議のうえ調整す

るものとする。 

 （４）開所日及び開所時間 

   ① 開所日 

開所日は、月曜日から土曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律（昭和 23

年法律第 178 号）に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年１月３日を除く。 

ただし、開所日を変更する必要が生じたときは、委託者、受託者協議の上、調整

するものとする。 

     なお、土曜日の開所クラブは【仕様書別紙２】土曜開所クラブ一覧のとおりとし、

開所クラブにおいては、開所クラブ以外の放課後児童クラブに在籍する児童の受

入れも行うものとする。 

   ② 開所時間 

開所時間は次に掲げるとおりとする。ただし、午後６時を過ぎて利用しようとす

る児童がいる場合には、午後７時まで延長して開所できるものとする。 

ア 学校開校日 

放課後から午後６時まで 

イ 土曜日・長期休暇期間・学校行事等振替休業日 

     午前８時から午後６時まで 

     ただし、開所時間を変更する必要が生じたときは、委託者、受託者協議の上、調

整するものとする。 

 （５）運営体制及び職員配置 

    受託者は業務遂行にあたり、次に掲げる人員を配置し運営体制を整えること。 
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   なお、放課後児童支援員及び補助員（以下、「支援員等」という。）においては、現従

事者を可能な限り継続雇用することとし、職員の賃金や福利厚生等の処遇について

は、原則現状と同等以上となるよう努めること。 

   ① 管理責任者 

     業務全体を統括し、受託者本部と各放課後児童クラブ、放課後児童クラブ間、学

校、地域団体及び委託者との連絡調整を行う者を配置すること。なお、管理責任者

は静岡市に常勤していることを条件とする。 

   ② 放課後児童支援員 

     放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第 10条第３項各号のいず

れかに該当し、都道府県知事等が行う放課後児童支援員認定資格研修を修了した

者（以下「支援員」という。）を【仕様書別紙３】職員配置基準を目安に配置する

こと。（「修了した者」は、放課後児童支援員となった日から起算して１年を経過す

る日の属する年度の末日までに修了することを予定している者を含む。） 

     また、現場責任者として、支援員等への指示等保育現場の統括を行う者（以下、

「主任支援員」という。）を各児童クラブに１名配置すること。なお、支援員が主

任支援員を兼ねることは妨げない。 

   ③ 補助員 

     支援員を補助する者（以下「補助員」という。）を【仕様書別紙３】職員配置基

準を目安に必要数配置すること。なお、補助員は具体的な資格、免許を所有するこ

とを要件とはしないが、児童の育成支援に知識や経験を持ち、子育て支援に意欲が

ある者が望ましい。 

   ④ 障がい児等を支援するための支援員等 

     障がい児支援に関する資格の所有や大学等で障がい児支援に関する専門的知識

等を取得した者、又は受託者が実施する障がいに関する研修などを通じて、障がい

に関する専門知識を有していると認められる者を必要数配置すること。 

   ⑤ 看護職員 

     医療的ケアが必要な児童を受け入れる場合は、必要な医療的ケアを実施できる

看護師等を配置すること。 

 （６）安全管理等 

    児童の安全を確保するため、次に掲げる項目に留意し、運営を行うこと。 

   ① 安全確保 

     本業務を実施する施設等の内外の点検、危険物の除去等児童の周辺の状況に配

慮し、事故の未然防止に努めること。 

   ② 健康状態 

     児童の健康状態については、保護者及び学校との連携により日常的に把握する

こと。異常が認められる場合は、保護者への連絡など状況に応じた適切な対応を行
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うこと。 

   ③ 児童の移動 

     学校から放課後児童クラブまでの児童の移動について、安全が確保されるよう

配慮すること。 

   ④ 事故発生時の対応 

     児童が怪我をした場合の応急処置や医療機関への連絡体制などを整えること。 

    事故等が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、その内容を速やか

に委託者に報告すること。 

   ⑤ 防災・防犯に対する備え 

     火災・地震・不審者の侵入など緊急時の対応については、各放課後児童クラブの

状況に応じたマニュアル等を整備し、避難訓練を年２回以上実施すること。 

     また、学校や警察等との連携に努めるとともに、防災・防犯に必要な物品を常備

するなど、児童及び支援員等の安全確保に努めること。 

   ⑥ 自然災害への対応 

     自然災害発生及び警報発表・避難情報発令時等においては、委託者及び学校と調

整のうえ、児童及び支援員等の安全を第一に考え対応すること。 

   ⑦ 避難確保計画の作成及び避難訓練の実施 

     浸水想定区域、土砂災害警戒区域、及び津波被害警戒区域内にある放課後児童ク

ラブは、避難確保計画を作成し、委託者へ届け出ること。変更があった場合には、

その旨届け出ること。 

     避難確保計画に基づき避難訓練を実施した際は、委託者へ避難訓練実施の報告

を行うこと。 

   ⑧ 安全計画の策定 

     児童の安全を確保するための取組を計画的に実施するための計画（安全計画）を

策定すること。また、職員に対し、安全計画について周知するとともに、職員の研

修及び訓練を定期的に実施すること。 

   ⑨ 業務継続計画の策定 

     業務継続計画を策定・周知し、必要な研修及び訓練の定期的な実施に努めること。 

   ⑩ 感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止 

     感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のため、研修の実施等事前対策を施すこ

と。 

 

６ 運営業務 

 （１）児童の健全な保育に関するもの 

   ① 児童の出欠管理、安全確保 

     支援員等は、児童の出欠管理を行い、欠席の理由が不明な場合は、児童の保護者



 

5 

 

へ連絡する等、安全管理を徹底すること。 

     なお、出欠管理には本市が導入している入退室管理システムを活用すること。 

   ② 健康管理 

     支援員等は、児童の健康状態について、保護者や学校との連携等により日常的に

把握し、体調に異変が認められる場合は、保護者へのお迎えの連絡等適切な対応を

行うこと。 

   ③ 情緒の安定 

     集団での生活を通じて児童の情緒の安定を図り、自主性、社会性を培うなど児童

の健全な保育・育成に努めること。また、児童間のトラブルについても適宜話し合

いや調整を行い、適切に対処すること。 

   ④ 遊びの指導 

     児童や各放課後児童クラブの状況に即した適切な遊びや活動を企画、提供し安

全に行われるよう指導すること。また、これまで各放課後児童クラブで行われてい

た行事について、継続して行うよう努めること。 

   ⑤ 学習支援 

     毎日学習を実施する時間を設け、宿題等の学習を児童が自主的に行える環境を

整えること。 

   ⑥ 虐待への対応 

     支援員等は児童の心身の状態や家族の態度などの観察や情報の収集により、児

童虐待の早期発見に努め、必要により、児童相談所や学校等と連携し対応を図るこ

と。 

   ⑦ おやつの提供 

     おやつを適切に提供すること。アレルギーのある児童に対しては、保護者と事前

に相談し十分な対策を講じること。 

   ⑧ 昼食の斡旋 

     長期休暇期間に、保護者に対し昼食を斡旋できる仕組みを設けること。 

 （２）保護者対応に関するもの 

   ① 苦情等への対応 

     受託者は要望や苦情を受け付けるための窓口を設置するとともに保護者に周知

し、苦情等を受けた場合は迅速な対応及び解決を図ること。また、その内容及び結

果等を速やかに委託者へ報告すること。 

   ② 入会申請書等の受付 

     放課後児童クラブ入会申請書等に関する受付業務を行うこと。 

   ③ 利用料金の徴収補助 

     本市が行う利用料金徴収の補助として、利用者へ納付書等関係書類の配布を行

うこと。 
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 （３）学校等との連携に関するもの 

学校・保育所等関係機関との連携及び情報共有を図り、円滑なクラブ運営に努める 

こと。 

また、放課後子ども教室の関係者と連携し、放課後児童クラブを利用する児童が放

課後子ども教室に参加できるよう体制を整えること。 

 （４）地域との連携に関するもの 

    地域団体等と連携し、地域に開かれた放課後児童クラブとなるよう努めること。 

 （５）運営管理に関するもの 

   ① 施設、設備、及び備品の管理 

     施設、設備、及び備品ついて、日常的に点検及び清掃を実施し、安全面及び衛生

面に配慮すること。また、故障・破損等があった場合は速やかに委託者へ報告する

こと。 

     なお、市が標準的に用意する備品は 【仕様書別紙４】備品一覧表のとおりとする。 

   ② アンケート調査の実施 

     年１回以上、利用児童の保護者を対象にアンケート調査を実施し、集計及び分析

を行い、そのニーズや満足度を確認・検証のうえ市へ報告すること。 

     また、市から別途アンケート調査等の依頼があった際は、内容を協議のうえ、上

記同様、調査の実施、集計及び分析を行い、市へ報告すること。 

   ③ 書類の提出及び適正な管理 

     業務実施にあたり、【仕様書別紙５】提出書類一覧に記載する資料を期限内に委

託者へ提出すること。また、関係書類、領収書等は適正に管理し、当事業が完結し

た日の属する年度の終了後５年間保管すること。 

   ④ 実施状況の報告 

委託者は業務の実施状況、及び③に記載する資料を確認し、仕様書等で委託者が

示した条件を満たしていない場合には、必要に応じ受託者へ業務改善勧告を行う

ものとする。 

     受託者は、当該勧告を受けた場合、勧告に従わない正当な理由がある場合を除き、

速やかに従わなければならない。 

 

７ 運営規定の作成及び提示 

受託者は、「静岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（平成 26年静岡市条例第 118 号）」に基づき、運営規定を定め、提示すること。 

 

８ 支援員等の資質向上 

  受託者は、適切なクラブ運営ができるよう、次に掲げるとおり支援員等の資質向上に努 

めること。 
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 （１）本業務の実施に必要な研修等を実施すること。 

  （２）支援員等の資質向上のため、県及び市、その他の機関が開催する研修へ積極的に参 

加させること。 

  （３）補助員に対し、受託者の負担により、都道府県知事等が行う放課後児童支援員認定 

資格研修の積極的な受講を促進すること。 

 

９ 処遇改善の実施 

受託者は、個々の支援員等の資格や能力、経験年数に応じた処遇改善に努め、放課後児

童健全育成事業実施要綱中、「放課後児童支援員等処遇改善事業（月額 9,000 円相当賃金

改善）」を適用することを踏まえた賃金改善を実施すること。 

 

10 保険等の加入 

受託者は、業務に起因して児童等に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合の補

償の為、損害賠償責任保険に加入すること。 

 

11 定例会の実施 

受託者は２か月に１度は、委託者との定例会を開催し、実施状況及び計画について報告

を行うこと。また、定例会の会議録を委託者へ提出すること。 

 

12 業務・費用・リスクに関する分担 

 （１）業務分担 

業務分担は、【仕様書別紙６】業務分担表のとおりとする。 

 （２）費用分担 

   費用分担は、【仕様書別紙７】費用分担表のとおりとする。 

 （３）リスク分担 

   リスク分担は、【仕様書別紙８】リスク分担表のとおりとする。 

 

13 業務の引継ぎ 

受託者は、本業務が円滑に実施可能となるよう、契約締結後直ちに引継ぎ業務を実施す

ること。 

また、履行期間終了後又は委託契約の解除等により、次期受託者へ業務を引継ぐ際には、

次期受託者が滞りなく業務を遂行できるよう、引継ぎを行わなければならない。 

 

14 受託者による自主運営 

受託者は、５（４）に記載する開所日及び開所時間を除く日や時間帯において、利用者

のニーズを踏まえ、目的の範囲内で自主運営ができるものとする。ただし、実施にあたっ
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ては、あらかじめ市と協議を行い、市の了承を得なければならない。 

なお、実施にあたって、次に掲げる事項に留意すること。 

ア ５（１）を遵守すること 

イ 実施にかかる費用は、全額受託者負担とすること。 

ウ 光熱水費やクラブ室使用料等、必要経費の一部を市に納めること。 

エ 利用料金は受託者が決定し、利用児童の保護者から自ら徴収すること。 

オ 児童の安全に配慮した運営を行うこと。 

カ 受託者が行う管理に起因する事故により第三者に損害を与えた場合、及びクラブ

室や物品が破損した場合は、受託者が賠償責任を負うこと。 

 

15 定めのない事項 

 本仕様書に定めのない事項については、委託者、受託者協議のうえ内容を決定すること。 






















